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1
大分県赤十字血液センター
１階２階トイレ和式洋式改修工事

総務部経理課
福岡県久留米市
宮ノ陣３丁目４番12号

令和3年2月1日
株式会社三信工業
大分県大分市新貝12番1号

1,265,000
予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさ
せるときに該当するため（日本赤十字社会計規則
施行細則第35条第1項）。

2
福岡県赤十字血液センターにおけるオリジナル献血
バス型BOXテッシュの発注について（伺）

総務部経理課
福岡県久留米市
宮ノ陣３丁目４番12号

令和3年2月3日
株式会社都屋
福岡県福岡市中央区渡辺通3-6-22

1,110,000
予定価格が160万円をこえない財産を買い入れる
ときに該当するため（日本赤十字社会計規則施行
細則第35条第2項）

3
宮崎県赤十字血液センター
２階事務室の床面更新工事

総務部経理課
福岡県久留米市
宮ノ陣３丁目４番12号

令和3年2月8日
山﨑株式会社
宮崎県宮崎市高岡町花見2142-10

1,141,415
予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさ
せるときに該当するため（日本赤十字社会計規則
施行細則第35条第1項）。

4
福岡県赤十字血液センターにおける献血啓発動画作
成の発注について（伺）

総務部経理課
福岡県久留米市
宮ノ陣３丁目４番12号

令和3年2月9日
株式会社ITP
福岡県福岡市博多区祇園町1-40
大樹生命福岡祇園ビル７F

1,097,800
予定価格が160万円をこえない財産を買い入れる
ときに該当するため（日本赤十字社会計規則施行
細則第35条第2項）

5
九州ブロック血液センター
超低温フリーザーの更新および廃棄

総務部経理課
福岡県久留米市
宮ノ陣３丁目４番12号

令和3年2月24日
株式会社キシヤ
福岡市東区松島1丁目41番21号

2,150,335

契約業者は当該機器メーカーの正規代理店であ
り、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に
該当するため（日本赤十字社会計規則施行細則
第35条第11項）。

6
九州ブロック血液センター筑紫野分室
プレハブ冷蔵庫に係る冷凍機ユニット更新工事

総務部経理課
福岡県久留米市
宮ノ陣３丁目４番12号

令和3年2月24日
株式会社キシヤ
福岡市東区松島1丁目41番21号

1,870,000
予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさ
せるときに該当するため（日本赤十字社会計規則
施行細則第35条第1項）。

7
九州ブロック血液センター製造棟事務室
空調換気設備（２台）更新工事

総務部経理課
福岡県久留米市
宮ノ陣３丁目４番12号

令和3年2月24日
株式会社テクノ菱和九州支店
福岡県福岡市中央区舞鶴2-1-10

1,804,000
予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさ
せるときに該当するため（日本赤十字社会計規則
施行細則第35条第1項）。

8
福岡県赤十字血液センターにおける拡幅車の経年劣
化による全塗装工事の発注について

総務部経理課
福岡県久留米市
宮ノ陣３丁目４番12号

令和3年3月1日
株式会社イズミ車体
熊本県菊池郡大津町大字岩坂3258-4

2,970,000

契約業者は、当該移動採血車の構造を熟知し全
塗装工事が可能である業者であり、契約の性質又
は目的が競争を許さない場合に該当するため（日
本赤十字社会計規則第36条第3項）

9
福岡県赤十字血液センターにおける検診１号車の経
年劣化による全塗装工事の発注について

総務部経理課
福岡県久留米市
宮ノ陣３丁目４番12号

令和3年3月1日
株式会社イーエム九州
福岡県粕屋郡須恵町植木181番地１

2,315,907
予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさ
せるときに該当するため（日本赤十字社会計規則
施行細則第35条第1項）。

10
福岡県赤十字血液センター八幡出張所
加湿器（４台）取付工事

総務部経理課
福岡県久留米市
宮ノ陣３丁目４番12号

令和3年3月11日
住友電設株式会社
福岡県福岡市博多区下川端町1-1
明治通りビジネスセンター7階

2,470,600
予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさ
せるときに該当するため（日本赤十字社会計規則
施行細則第35条第1項）。

11
沖縄県赤十字血液センター
移動採血車クーラーエンジンの取替工事

総務部経理課
福岡県久留米市
宮ノ陣３丁目４番12号

令和3年3月11日
株式会社安謝橋電機
浦添市西原２丁目1番３号

3,302,035
予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさ
せるときに該当するため（日本赤十字社会計規則
施行細則第35条第1項）。

随意契約締結状況(１００万円以上)

令和３年２月～令和３年３月


